
 
 

 

 

◆職務内容、応募要件、雇用条件 

 

 

 

 

 

 

職種 会計年度任用職員（第 51 回衆議院議員総選挙事務補助） 

主な職務内容 

港南区における以下の選挙事務補助を行います。 

（１）投票所で使用する物品の作成・仕分け作業 

（２）開票所で使用する物品の作成・仕分け作業 

（３）選挙人名簿帳票作成業務・不在者投票関係書類作成・電話受付 

（４）その他選挙に係る事務補助業務 

※その他、大規模災害発生時における災害対応業務（基本的に補助的な業務で、

勤務時間内のみ） 

応募要件 

（１）選挙の重要性を理解し、公正に選挙事務を行うことができる方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

採用人員 ８名（予定） 

勤務場所 港南区選挙管理委員会（横浜市港南区港南四丁目２番 10 号 港南区役所内） 

任用期間 令和８年１月 28 日（水）から令和８年２月 13 日（金）まで 

勤務時間 ８時 45 分～17 時 15 分 

勤務日 週１～５日（土曜、日曜及び祝日を含む）※勤務日については要相談 

給与等 

日額 10,980 円（※令和８年１月時点実績額。制度改正等により金額は変更に

なる可能性があります。） 

通勤手当：横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例等の規定

に基づき支給 

休暇：年次休暇（週勤務日数による） 

身分 地方公務員法第 22 条の２に基づく会計年度任用職員 

港南区 会計年度任用職員 
（第 51 回衆議院議員総選挙事務補助） 
募集要項（令和８年１月 28 日採用） 

 応募方法等については裏面をご覧ください。 

なお、次に該当する方は、地方公務員法の規定により職員となり、競争試験若しくは選考を受けることができ

ません。 

□拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることができなくなるまでの者 

□横浜市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

□人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、地方公務員法第５章に規定する罪を犯し刑に処せられた者 

□日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する

政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

□民法の一部を改正する法律（平成 11 年法律第 149 号）附則第３条第３項の規定により、従前の例によるこ

ととされる者 



◆  応募方法 

１ 提出書類 

(1) 会計年度任用職員申込書（第１号様式 指定用紙） 

(2) 返信用封筒１枚（110 円切手を貼付、宛先に自身の住所・氏名を記入） 

申込書類は、所定の様式を使用し、（1）、（2）を揃えて応募ください。 

提出された応募書類はお返ししませんので、御了承ください。 

 

２ 応募受付期間 

  令和８年１月 20 日（火）～令和８年１月 26 日（月）【必着】 

  窓口持参の場合は、開庁時間内（月～金曜日の午前８時 45 分から午後５時まで）に提出してください。 

 

３ 提出先（郵送※または窓口持参） 

〒233-0003 横浜市港南区港南四丁目２番 10 号 港南区選挙管理委員会 宛 

封筒の表面に「会計年度任用職員（第 51 回衆議院議員総選挙事務補助）応募書類在中」と朱書きし、確実 

な郵送のため、郵便局で必ず簡易書留扱いにしてください。 

  窓口にご持参の場合は港南区役所５階 56 番窓口にお越しください。 

  

◆ 選考方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時については、応募人数が想定を上回った場合、変更になることがあります。 

 

面接選考 

日  時 令和８年１月 27 日（火） 

会  場 後日連絡します。 

港南区役所 ５階奥 56 番窓口にお越しください。 

選考方法 面接 

持 ち 物 筆記用具 

選考結果 合否に関わらず選考結果は全員に郵送にてお知らせいたします。 

問合せ先 

港南区選挙管理委員会  岸・谷口 
電話 045-847-8310 


